
【傷病手当金】支給の流れ ＜令和7年4月1日健保組合受領分より＞

日付

出来た場合 出来なかった場合

④

上旬

中旬

               診療報酬明細書の確認が

【傷病手当金】支給までのスケジュール

下旬

①申請書類を健保組合へ提出します。

在職者の申請は、会社経由となります。

②健保組合で、申請書類を受領します。

健保組合で診療報酬明細書が

確認出来たものについて、支給処理します。

⑤原則会社へ当月末支給となります。

（末日が土･日･祝の場合は前営業日）

③健保組合で毎月20日までに受領した申請書類について、

診療報酬明細書※を確認します。（20日が土・日・祝の場合は前営業日）

※診療報酬明細書とは、医療機関が健保組合に医療費を請求する明細書です。

診療報酬明細書は、診療月の2ヶ月後以降に健保組合へ届くため、

確認までに時間がかかります。

健保組合で診療報酬明細書が

確認出来なかったものについては、

翌月に診療報酬明細書を

再度確認します。（上記③へ戻る。）

★診療報酬明細書を確認後の

処理となりますため、

支給までお時間がかかります。

予めご了承いただきますよう

お願いいたします。

任意継続被保険者は、健保組合へ届出された口座へ

お振込みとなります。


